
 

 

船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年９月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２長第１３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月２２日（木） ０９時０４分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市湯島北東方沖 

 湯島灯台から真方位０２９°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３６.５′ 東経１３０°１９.９′） 

事故等調査の経過  平成２４年２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート はちまん、３.０トン 

   ＫＭ３－６０１７７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 輝粒
きりゅう

丸、１.４トン 

   ＫＭ３－２８９８８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ 軽傷（船長Ａ） 

Ｂ 軽傷（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷外板に擦過傷、操舵室右舷側窓に破損 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長の親族２人を乗せ、機関を中立

として船首がほぼ南に向いた状態で魚釣りをしながら漂泊中、Ｂ船は、船

長Ｂが１人で乗り組み、漁場移動のために舵柄を持って約５ノットの速力

で東進中、平成２３年９月２２日０９時０４分ごろ、湯島北東方沖におい

て、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、腰部及び背部に軽い打撲を負い、船長Ｂは、唇に切創を負っ

た。 

 船長Ａは、釣りに集中していたところ、衝突直前に右舷方に迫ったＢ船

を認め、手を振って大声で叫んだが、Ａ船とＢ船が衝突した。 

船長Ｂは、道具を揚収し終えてから衝突するまで左舷方だけを見ていた

ので、Ａ船に向かって航行していることに気付かなかった。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、湯島北東方沖において漂泊中、船長Ａ

が、釣りに注意を向け、見張りを行っていなかっ

たことから、衝突直前にＢ船に気付き、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、湯島北東方沖を東進中、船長Ｂが、船

首方の見張りを行っていなかったことから、Ａ船



 

 

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、湯島北東方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が東進中、両船

が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・航走中はもちろん、漂泊中においても、適切な見張りを行うこと。 

 




